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常総市職員措置請求の監査結果 

 

第１ 請求（平成２５年第１号住民監査請求）の受付 

 １ 請求人 

 住所 （省略） 

   氏名 （省略） 

   職業 （省略） 

  

 ２ 請求書の提出 

 請求書は，平成２５年３月１９日に提出され，同日受け付けた。 

 

３ 措置請求の要旨 

（イ）常総市は平成２２年度に実施した「子どもの遊び場遊具整備事業費補助金」

において，宗教団体，氏子等６団体に支出した合計１８０,０００円を返還さ

せよ。また，支出日から支払い済みまで年５分の割合による金員を請求せよ。 

 

４ 措置請求の要旨に関する請求人の主張 

（１）常総市は，以下の６件について常総市補助金等交付規則に基づき補助金等

交付申請書を受理し，補助金の交付決定をした。 

① 平成２２年７月８日付けで「Ａ神社」名で申請された「平成２２年度補

助金等交付申請書」を受理し，平成２２年７月２０日付けで補助金交付決

定額３０,０００円とする通知を行った。（事実証明書－１） 

② 平成２２年８月２３日付けで「Ｂ神社氏子（Ｃ子ども会）」名で申請さ

れた「平成２２年度補助金等交付申請書」を受理し，平成２２年８月２４

日付けで補助金交付決定額３０,０００円とする通知を行った。（事実証明

書－２） 

③ 平成２２年１２月６日付けで「Ｄ地区 ＥＦ神社」名で申請された「平

成２２年度補助金等交付申請書」を受理し，平成２２年１２月７日付けで

補助金交付決定額３０,０００円とする通知を行った。（事実証明書－３） 

④ 平成２２年１２月２０日付けで「ＧＨ」名で申請された「平成２２年度

補助金等交付申請書」を受理し，平成２２年１２月２２日付けで補助金交

付決定額３０,０００円とする通知を行った。（事実証明書－４） 

⑤ 平成２３年１月１１日付けで「Ｉ神社」名で申請された「平成２２年度

補助金等交付申請書」を受理し，平成２３年１月１２日付けで補助金交付

決定額３０,０００円とする通知を行った。（事実証明書－５） 

⑥ 平成２３年２月１日付けで「Ｊ地区Ｋ区 Ｌ（団体名：Ｊ町Ｉ神社氏子

一同）」名で申請された「平成２２年度補助金等交付申請書」を受理し，

平成２３年２月２日付けで補助金交付決定額３０,０００円とする通知を

行った（事実証明書－６）。 

（２）常総市補助金等交付規則に基づき上記の６件の実績報告書の提出を受け，

平成２３年３月３１日付けで財政課にこれら６件を含む合計９６０,０００

円の交付実績を起案しており，補助金が支払われている。 

（３）市が事業実施に当たり，事前に実施した遊具調査の子どもの遊び場一覧に

は，境内に設置された遊具の撤去・修繕について子ども会名や自治会名で申
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請され，補助金を受けている場合がほとんどである。職員措置請求をした６

件については宗教色に満ちた団体名のところに補助金が交付されている。 

   常総市又は常総市補助金等検討委員会が宗教色に満ちた団体名のところに

補助金を交付することは不適当であり，他の場所と同様に子ども会や自治区

長名で申請しなおすように，なぜ指導を行わなかったのか不思議である。 

   常総市の場合，地域の小さな公園は神社等の境内にあることが多く，状況

としてはよく理解できる。 

   また，本事業が子どもの遊び場遊具の修繕・撤去という事業であり，本事

業自体は子どもの安全・安心を実現するための事業であり，何ら否定するつ

もりはなく，問題はあくまで宗教色に満ちた団体に補助金を交付したところ

にある。 

（４）常総市補助金等交付規則第４条第３号によれば，補助金交付の際には提出

書類として「団体等の概要調書（様式第２号）」が規定されている。様式第

２号の３番目に「定款及び規約等」と書かれているが，どの団体も定款や規

約を提出しておらず，常総市補助金等交付規則違反である。 

（５）提出された書類からは，補助金の交付を受けた６団体がどのように設立し，

どのような者が構成員となり，代表がどのように選出されているかすら不明

である。団体について担当部署に確認したが不明であるなど，このような状

況にもかかわらず，補助金等検討委員会は補助金交付を決定しており，非常

に問題である。 

   団体の調査もせず，補助金の交付を行うことは「なりすまし」による補助

金詐欺ということも起こりうるのではないかと非常に危惧している。 

   常総市補助金等検討委員会が，決められた書類を提出させずに，きちんと

した調査も行わず，機械的に補助金交付決定をしているのであれば，明らか

に条例に違反した行為であり，またその存在意義もなくなる。 

   万が一，条例に違反した行為が行われているのであれば，責任を明確にす

るよう求める。 

（６）日本国憲法第８９条では，「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若し

くは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、

教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはな

らない。」とされている。 

上記６団体は宗教団体名での補助金等交付申請であるので，憲法第８９条

に違反した公金の支出にあたり，常総市はこれら６団体に対し支出した補助

金，合計１８０,０００円に年５分の割合による金員を付して返還請求しな

ければならない。 

 

第２ 監査の実施 

１ 請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人に対して，地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，平成２５年 

４月２４日に証拠の提出及び陳述の機会を設けた。 

 

２ 監査対象部課 

  企画部企画課 

  保健福祉部子どもすくすく課 
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   会計課 

 総務部総務課 

 

３ 監査の方法 

 監査に当たっては，対象部課及びその他関係する課から提出された関係書類の

調査を行うとともに，平成２５年４月１８日に関係職員調査を行った。 

 

 ４ 監査の期間 

   平成２５年３月２５日から平成２５年５月１５日まで 

 

第３ 事実関係の確認 

   関係書類調査及び関係職員調査により確認した事項は，次のとおりである。 

１ 常総市補助金等交付規則及び常総市補助金等検討委員会について 

（１）常総市補助金等交付規則（以下「規則」という。）について 

① 第１条で趣旨を「この規則は，法令，条例及び他の規則等に特別の定め

のあるもののほか，補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金

等の交付の申請，決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に

関する基本的事項を定めるものとする。」と定めている。 

  ② 第２条第１項で「補助金等」とは，市が交付する補助金や利子補給金及

び相当の反対給付を受けないで交付する給付金で市長がこの規則を適用す

る必要があると認めるものとしている。 

また，同条第２項で「補助事業等」とは，補助金等の交付の対象となる

事務又は事業と定め，同条第３項で「補助事業者等」とは，補助事業等を

行う者と定めている。 

    ③ 第３条で関係者の責務について，第１項で市長は，市の公益を増進し，

かつ，市行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ，法令，

条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い，合理的

基準により補助事業等に要する経費を算出し，これを予算に計上するもの

とする。 

      同条第２項で補助事業者等は，補助金等が市民から徴収された税金その

他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し，法令等及び補助金等

の交付の目的に従って，誠実に補助事業等を遂行するよう努めなければな

らない。 

同条第３項で補助金等に係る予算の執行に当たっては，市長及びその他

の関係職員は，補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で

賄われるものであることに留意し，補助金等が法令等及び予算の定めると

ころに従って，公正かつ効果的に使用されるように努めなければならない

と定めている。 

  （２）常総市補助金等検討委員会設置条例について 

① 第１条で市が交付する補助金等の基本的なあり方を検討するとともに，

補助金等の使途，効果等を審査することによってその交付の適正化を図り，

もって，健全で透明性の高い財政運営を推進するため，地方自治法(昭和

２２年法律第６７号。以下「法」という。)第１３８条の４第３項の規定

に基づき，常総市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置す
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ると定めている。 

② 第３条で，委員会の所掌事務については，市長の諮問に応じ，補助金等

の基本的なあり方に関する調査及び検討を行い，その結果について答申す

ること，市長の諮問に応じ，補助金等の使途，効果，補助率，金額等を審

査し，その交付の適否について答申すること及び補助金等の適正化に関し

必要があると認めた場合において，市長に意見を具申することと定めてい

る。 

③ 第４条で，委員会は，市長が委嘱する学識経験を有する者６人以内と公

募による者２人以内の委員をもって組織すると定めている。 

④ 委員会での審査について 

市がホームページで公開している市民に開かれた補助金制度「常総市

補助金制度変革に関する第三次提言」に示されているが，平成２２年度

の補助金は，平成２１年８月１日から８月３１日の１ケ月の間に２６６

件の申請があった。審査会は，平成２１年１０月２１日と２２日の２日

間で実施し，審査方法については事前に補助金等検討委員会で協議し，

以下のような要領で審査を実施した。 

      補助金を下記の３種類に分類した。 

・上位制度補助金 

ア 国や県などの上位制度で定められているもの 

イ 国や県などの補助を伴うもの 

・基盤補助金 

ウ 市の条例，規則およびそれに準じて定められているもの 

エ 事業の広域性から市域外で行うもの 

オ 補助対象者が不特定多数であるもの 

カ 市が共催・協賛する事業，イベント 

キ 市の事業と密接に係わる外部団体 

ク 市事業  

・上位制度補助金，基盤補助金以外の補助金 

上位制度補助金や基盤補助金は，国や県の補助制度に伴う補助金や市

の政策的な義務的又は臨時的性格が強いため，サービス・格差是正など

極めて市の政策的な要素が強いと判断した事業については，一部の主要

な事業（花火大会，千姫まつり，自治区関係，水道事業補助金）のみを

評価した。 

      以上のことから，「子どもの遊び場整備事業補助金」については，基盤

補助金のウに該当するため，平成２１年度の常総市補助金等検討委員会

では審査を実施していない。 

 

２ 子どもの遊び場整備に関する補助金について 

 （１）子どもの遊び場の整備について 

常総市合併前の水海道市では，昭和４９年に制定した子どもの遊び場設置

事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）で，子どもに安全な場所を与え

ることにより，心身の健全な育成や交通事故から守るため，地域団体等が実施

する遊び場の設置事業に対し，予算の範囲内で補助金を交付した。 

同様に石下町においても，昭和４２年に制定した石下町児童遊園地遊戯設
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備補助規定により，幼児及び児童の健全なる育成を図る目的をもって，町内自

治会が一定区画内に施設する遊戯設備に対して補助金を交付した。 

（２）遊具の管理状況及び市の方針 

市又は町の補助により設置された現存する子どもの遊び場は，設置から数

十年経過するものも多く，老朽化により危険な状態のまま放置されている遊具

等が目立つようになった。 

さらに，市は近年の尐子化により利用者が減尐し，遊具等が利用されなく

なったことは，ある意味，自治会等の設置による子どもの遊び場の役割は十分

果たしたものと判断し，要綱を廃止し，早期に危険な状態を是正するため，平

成２２年度限りの事業として，子どもの遊び場として設置された全施設を対象

に撤去・修繕に関し，常総市補助金等交付規則を適用させることとした。 

この事業の趣旨は，要綱等に基づき設置された遊具等が，尐子化という時

代の流れの中で利用が尐なくなり，あるいは忘れ去られ，長年にわたり危険な

状態に置かれていたものを撤去・修繕費用の一部を市が助成することで早期に

解決を図る事業である。 

 （３）事業の実施 

遊具等の撤去・修繕に関しては市民からの要望があり，市では要綱等に基づ

き設置した遊具等の現況調査（平成２１年６月～７月）を行った。 

調査の結果，９８ヶ所の子どもの遊び場のうち，遊具が確認された子どもの

遊び場は６６ヶ所で，残りの３２ヶ所については既に撤去されたためか遊具の

確認ができなかった。 

また，遊具が確認された６６ヶ所に設置された１５０基の遊具等のうち，修

繕が必要な遊具が３４基，使用不能（数年～数十年放置された状態）な遊具が

６６基であった。 

調査した遊具等は老朽化がひどく，そのまま放置しておくと子ども達だけで

なく地域住民にとっても危険となる場所が数多く見受けられたことから，撤

去・修繕するために，平成２２年度限りの事業として実施することになった。 

全国各地では遊具による児童の痛ましい事故が発生し，国県からの「児童福

祉施設等に設置している遊具の安全確保の一層の徹底について」の通達もあり，

市では子どもの安全安心を第一に考え，事業を実施したものである。 

 （４）子どもの遊び場整備に関する補助金の申請，決定について  

① 補助事業の対象について 

補助対象は，要綱等に基づき設置された遊具等である。 

② 補助事業の周知について 

設置（古くは昭和４４年度）から数十年経過した遊具もあり，市の調査

では，設置時の団体で既に存在しない団体もあるため，補助事業実施につい

て関係自治区長への通知するほか，広報じょうそうお知らせ版により，広く

市民に周知を図っている。 

③ 補助団体について 

  設置から数十年が経過し，管理されていない遊具も相当数あったため，自

治区長を中心に撤去・修繕のための申請をお願いした。その結果，子供会や

自治区長が事業者になったが，管理状況等の違いもあり，自治区長等による

申請ができない場合には，遊具等が設置された敷地を管理する団体等により

遊具の撤去・修繕が行なわれた。 
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④ 補助事業の申請について 

申請者に関しては，基本的には設置した際の団体であるが，既に存在しな

い団体もあるため，現在遊具等を管理している団体に，管理されていない場

合は，自治区長に申請をお願いした。 

その結果，自治区長又は，遊具等が設置された敷地を管理する団体等によ

り申請が行なわれた。 

団体による新規事業の補助金等交付申請の場合，事業を遂行するに当たり，

補助団体等として適当（事業実施能力があるか）か等の判断をするうえで団

体の定款や規約等の提出を求めることは必要なものと考えられるが，この事

業の場合は，事業完了後に実績報告により実施を確認し，最後に補助金を交

付するため，市は本件の場合，団体に対し定款や規則の添付を求めていない。 

補助事業の申請については，平成２２年７月２日から平成２３年３月８日

までの間に地域団体等３２団体から申請書が提出され，市は各団体に３万円，

合計９６万円の補助金交付を決定した。補助事業の内訳は，遊具の撤去が２

１件，遊具の修繕が１１件である。 

⑤ 団体の状況について 

  補助金の申請団体は，そのほとんどが自治区や子供会であるが，職員措置

請求があった６団体については以下のとおりである。 

ア Ａ神社 

Ｊ地区のＭ集落の全戸，６６戸で構成し，主に敷地内建物と樹木，遊具

の維持管理をしている団体である。 

恒例の年行事は，４月に花見会（敷地周りがさくらの植栽がある），８

月に夏祭り（子どもたちの神輿），１２月３１日から１月１日にかけては

初もうで客に甘酒の提供の３回で，集落全体の行事として行っている。 

Ａ神社は現在の場所に昔から存在し，Ｍ集落で代々受け継いで維持管理

をしており，総代は神社に一番近く管理しやすいという理由で代々Ｎ家が

受け持っている。 

子どもの遊び場は，市内一斉清掃の時に集落全体の行事として神社内の

ゴミ拾いや草取りを実施し，地域の子どもたちが自由に利用できるように

管理している。 

イ Ｂ神社氏子（Ｃ子ども会） 

Ｏ集落とＰ集落に常住している３６戸で構成し，建物と敷地内の維持管

理を行っている団体である。 

恒例の年行事は１回で，正月に五穀豊穣を願い氏子１５人程度がお参り

するだけで，神社建物の利用はない。 

Ｂ神社は昔からあり，文化的・歴史的なものとして，集落全体で継承し

管理している。３名の総代がいるが，そのうちの１名が代表で申請をした。 

子どもの遊び場は，地域の子どもたちが自由に利用できるよう今回撤去

するまで管理していた。 

ウ Ｄ地区 ＥＦ神社 

Ｅ町集落に常住している６０戸で構成し，建物と敷地内の維持管理をし

ている団体である。 

神社は昔からあり，集落全体で管理するものとして継承している。 

Ｆ神社の恒例行事は，秋の収穫祭と役員会の２回だけで，総代はＥ町３
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集落から代表を決め，うち４名が総代を務めている。 

子どもの遊び場は，地域の子どもたちが自由に利用できるよう管理して

いる。 

エ ＧＨ 

ＱのＧ近隣に居を構える５戸が順次代表を務め，代々世話人として建

物及び敷地内の維持管理に努めている団体である。 

Ｇの設立は，江戸時代と伝えられ，以前は，Ｇの近くにＲ小学校があ

ったことから子どもたちの遊び場として，またＱ転作推進センターがで

きるまでは自治会の集会場として賑わっていたことがある。現在は，夏

に行われる祇園祭りと普段は子どもの休息場所としての利用が主である。

子どもの遊び場は，現在も地域の子どもたちが自由に利用できるよう維

持管理している。 

オ Ｉ神社 

Ｄ小学校の西側に位置し，神社近隣のＳ，Ｔ，Ｕ，Ｖ，Ｗ，Ｘ，Ｙな

ど氏子約６００人で構成している団体である。 

Ｉ神社は，Ｚを祭神とし，１３００年代に創始されたと伝えられ，神

社では建物及び敷地内の維持管理及び祭事に努めている。 

子どもの遊び場は，Ｄ小学校向かいにあり小学生や地域の憩いの広場

として利用されていた。Ｉ神社敷地に設置してあったことから今回撤去

するまでＩ神社でペンキの塗り替えや補修などの維持管理に努めていた。 

カ Ｊ町Ｉ神社氏子 Ｌ 

Ｊ町Ｉ神社の並びの１６戸で構成し，建物と遊具を含む敷地内の維持

管理をしている団体である。 

Ｉ神社は古くからあり年代は把握していないが，集落の鎮守様的建物

として代々継承されてきた。 

Ｉ神社の恒例年行事は，１月２５日に新年会を兼ねて集まる程度で建

物の利用はない。 

現在，敷地は集落の資源ごみ置き場，防火水槽の敷地としても利用さ

れ，通学路にも面しているので，市の一斉清掃などの環境美化にも集落

全体で取り組んでいる。 

子どもの遊び場は，地域の誰もが利用できる広場として管理していた

が老朽化が著しかったため，安全を最優先し補助を利用して撤去した。 

（５）補助金の交付について 

  ① 事務手続きについて 

補助金等交付申請書，補助金等交付決定通知書，補助事業等実績報告書は

それぞれ常総市補助金等交付規則に則り処理されていることを確認した。 

② 補助金等交付申請書について 

・宗教団体及び宗教に関係すると思われる団体名での申請が確認された。 

・添付書類に他補助金の事業計画書様式，収支予算書様式を用いているもの

が多くあった。 

・名称等に誤記が見受けられた。 

・添付書類（定款や規則）が確認できなかった。 

  ③ 補助金等交付決定通知書について 

良好に処理されていたことを確認した。 
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  ④ 補助事業等実績報告書について 

・添付書類に他補助金の収支決算書の様式を用いているものが多くあった。 

・すべてに施工（工事）前後の写真及び事業に係る領収書の添付が確認され

た。 

（６）財務関係について 

① 事業の予算について 

子どもの遊び場整備事業費補助金１５０万円を含む平成２２年度当初予

算は，平成２２年３月２３日に常総市議会で可決されている。 

② 会計処理について 

職員措置請求があった６件の補助金については，常総市会計規則に則り

平成２２年８月３０日から平成２３年３月２９日に支出されていることを

確認した。 

   ③ 事業の決算について 

     子どもの遊び場整備事業費補助金９６万円を含む平成２２年度決算は，平

成２３年９月２０日に常総市議会で認定されている。 

（７）日本国憲法第８９条について 

     憲法第８９条では，「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団

体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若

しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならな

い。」と定めている。 

    市は本件について，補助金は遊具の撤去・修繕に対する補助金であり，宗

教的施設への支出ではないこと，補助についての告知は，自治区長に対して

行っていること，市の公金支出の意図は遊具の安全確保にあり，宗教的な意

図，目的はないことから，憲法第８９条に違反しないと判断している。 

 

第４ 監査の結果 

 監査した結果，本請求については，下記のとおり理由がないものと認めるので， 

棄却する。 

   棄却の理由 

 １ 常総市補助金等検討委員会について 

    第３の１の（２）で述べたとおり，本件補助金は審査していないことから監査

の対象外である。 

２ 政教分離原則について 

    憲法における政教分離に関しては，憲法は，「信教の自由は，何人に対しても

これを保障する。」（２０条１項前段）とし，また，「何人も，宗教上の行為，祝

典，儀式又は行事に参加することを強制されない。」（同条２項）として，いわゆ

る狭義の信教の自由を保障する規定を設ける一方，「いかなる宗教団体も，国か

ら特権を受け，又は政治上の権力を行使してはならない。」（同条１項後段），「国

及びその機関は，宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」（同条

３項）とし，更に「公金その他の公の財産は，宗教上の組織若しくは団体の使用，

便益若しくは維持のため，………これを支出し，又はその利用に供してはならな

い。」（８９条）として，いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定（以下「政教分

離規定」という。）を設けている。 

  政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限



9 

界があることを免れず，政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合に

は，それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし，国家は実際上宗教とある程

度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで，そのかかわり合

いが，信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で，いかなる場合

にいかなる限度で許されないこととなるかが，問題とならざるをえないのである。 

上の見地から考えると，わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり，その解釈

の指導原理となる政教分離原則は，国家が宗教的に中立であることを要求するも

のではあるが，国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするも

のではなく，宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ，

そのかかわり合いが上の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認めら

れる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである（昭和５２年７月

１３日最高裁判決）としている。 

換言すると，市は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないこ

とを前提としたうえで，団体等に対する支出が社会的・文化的諸条件に照らし，

相当とされる限度を超えない場合に許容されると解される。 

３ 市補助金の支出について 

 （１）目的及び事業効果について 

  常総市補助金等交付規則第３条で「市長は，市の公益を増進し，かつ，市行

財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ，法令，条例又は規則

等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い，合理的基準により補助事

業等に要する経費を算出し，これを予算に計上するものとする。」とし，その

目的を公益の増進としている。 

  本件子どもの遊び場の遊具は，合併前の水海道市と石下町において市や町の

補助により地元子ども会等が遊具を整備し管理してきたものであり，設置後の

経年による劣化や尐子化による利用者の減尐に伴い，遊具の維持管理が困難に

なり，使用することが危険な状態に至り，補修等が強く望まれていたものであ

る。 

また，社会的にも整備不良の遊具による事故発生等の報道があり，遊具の点

検や補修が進められてきた背景もあり，平成２１年６月から７月にかけ，市で

はこれまでの補助により整備された遊具の設置場所９８ヶ所の調査を実施した

結果，危険な状態にある場所も多くあったことから，平成２２年の事業として

市が補助金を交付することにより，遊具の撤去または補修を推進することとし

た。 

遊具が設置された遊び場は，いつでも誰でも自由に出入りできて遊べる場で

あり，遊具を整備又は撤去し安全性を確保すること，そのための補助金の支出

は公益性が高いと考えられる。 

この事業実施により，これまで危険な状態にあった遊具は補修又は撤去され，

利用者の安全が確保されたものである。 

  したがって本件の補助事業は常総市補助金等交付規則の目的に合った事業と

判断できる。 

 （２）補助金等交付申請等について 

補助金等交付申請書や補助事業等実績報告書については，一部に常総市元

気のみなもと補助金の収支予算書，収支決算書，事業計画書の様式を使用する

など，様式が統一されていないこと，団体の定款や規則が添付されていないこ
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とや正確さに欠ける記載が確認された。 

申請団体の定款や規則の添付は指示すべきであり，定款等がない団体もあ

ると思われるので，定款や規約がない団体にあっては，ない旨の記載が必要で

ある。 

補助金を含めた公金の支出については，補助金等交付申請書，補助事業実

績報告書等の関係書類に正確な記載が求められるほか，事業の起案書に団体等

への補助金交付決定までの経緯を含め詳細に記載すべきである。 

 （３）６団体への市補助金の交付について 

職員措置請求の６件の補助金の交付は，宗教団体等から提出された補助金

等交付申請に対して，同団体名で補助金の交付を決定し，補助金を交付したも

のであり，外見上は日本国憲法第８９条の政教分離規定に違反すると考えられ

る。 

しかし，市の子どもの遊び場遊具整備に関する補助金支出の目的は，安全

な遊び場の確保にあり，地域団体からの事業実績報告書により市は事業の実施

を確認し，その後に補助金を交付している。本件の補助金を受ける団体の資格

については，事業を実施できる地域団体であれば，定款・規約の有無は特に問

題とはしなかった。 

また，撤去・修繕費用の補助についての告知は，平成２２年７月２１日に関

係自治区長に通知し，さらに市民には同年１０月２１日号広報じょうそうお知

らせ版で広く周知しており，特定の宗教団体を対象とした事業ではない。 

６件の補助金の内，遊具の撤去が４件，修繕が２件である。事業の実施形態

としては，業者委託が４件，機材等の借り上げにより地元住民が実施したもの

が２件である。 

遊具の撤去・修繕に要する費用に対する補助金の交付であり，その効果は安

全性の確保という極めて限定的であり，宗教的施設または宗教の対象への支出

に該当せず，また補助金交付が市民に神社等への信仰心を持たせる効果も考え

られない。 

 ４ 結論 

   前述のとおり，本件の補助金交付は，交付先に宗教団体や宗教活動を否定しえ

ない団体が含まれるものの，その補助金による効果は特定宗教を援助，助長，促

進し，又は他の宗教に圧迫，干渉を加えるものとは認められず，また，事業目的

及び効果から特定の宗教組織又は宗教団体に対する財産の支出又は利用とはいえ

ず憲法が禁止している規定に違反するものではないと判断する。 

 以上のことから，常総市が平成２２年度に実施した「子どもの遊び場遊具整備

事業費補助金」において，宗教団体，氏子等６団体に合計１８０，０００円を支

出したことは不適切ではないと判断する。 

   したがって，本件の措置請求の要旨（イ）については，理由がないものと判断

する。 


